
比較的調査しやすい財産です。
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司法書士 吉川 豊 主な取扱い業務
ＴＥＬ ０５６２－９１－４３５０ ✓相続・遺言の作成支援・成年後見等
豊明市西川町島原２－２ シマ原ビル１０３ ✓不動産の贈与・売買・担保権抹消
業務時間：平日９時～１８時 ✓会社設立・役員変更・目的変更

（事前のご予約で、時間外・土日も対応可能です。） 吉川事務所 豊明市

今月のテーマ 「遺言に関するQ＆A 第６編」

梅雨も明け夏本番ですね。
電気代が気になりますが命に代えることはできませんの

で、クーラーを上手に使い熱中症対策をしてこの夏を乗り
切りましょう！

さて、今年の４月から相続登記の義務化がスタートし、
早４か月が経過しました。その間、多数の相続登記のご相
談をいただきましたが、長らく相続登記を放置していた案

件は相続開始当時の相続人が亡くなり、相続関係が複雑化
（相続人が多数・相続人同士が疎遠・認知症の方がいるな
ど）しているなど一筋縄ではいかない案件が多いように思
います。

相続関係の複雑化は、相続登記をするまでの期間の長期
化やコストアップの要因にもなります。お早めに司法書士
に相談するなど、早め早めの動き出しが大切です。

「相続登記義務化後の動向について」ごあいさつ

（当事務所ＨＰ）

１．遺言に関するＱ＆Ａ 第６編
今月号は、「遺留分」をテーマとしたQ＆Aです。

Ｑ１．「遺留分」とは何ですか？
Ａ１．一定の相続人に対して最低限保証された相続財産

に対する権利です。

Ｑ２．遺留分を有している相続人は誰ですか？
Ａ２．兄弟姉妹以外の相続人です。

相続人が長男Ａと長女Ｂの２人の場合において、遺言者
が「全ての財産を長男Ａに相続させる。」という遺言を残
して死亡したとします。

長女Ｂは相続人として1/2の法定相続分を有し、1/2に
相当する財産の取得を主張できます。しかし、上記の遺言
があると長男Ａは全ての財産を取得できる一方、長女Ｂは
一切の財産を取得できなくなります。

しかし、これでは長女Ｂにとってあまりにも酷な結果と
なりますので、長女Ｂの相続財産に対する最低限の保障と
して「遺留分」という権利を認め、長女Ｂを保護していま
す。

遺留分を有している相続人のことを「遺留分権利者」と
いいます。遺留分権利者は、遺言者の配偶者・子（直系卑
属）・親（直系尊属）であり、兄弟姉妹は遺留分権利者に
なりません。

Ｑ３．遺留分割合はどれだけですか？
Ａ３．直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の場

合は1/2です。
また、各相続人の遺留分割合は、上記の割合に自己の

法定相続分を乗じた（掛けた）割合となります。

相続人が配偶者と子２人の場合、次のとおりとなります。

①配偶者の遺留分割合
1/4 （全体の遺留分割合1/2×法定相続分1/2）

②子の遺留分割合（一人当たり）
1/8 （全体の遺留分割合1/2×法定相続分1/4）

Ｑ４．遺留分請求を拒むことはできますか？
Ａ４．できません。

Ｑ５．遺留分請求を受けた場合、どうすればいいですか？
Ａ５．遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要がありま

す。

相続人が長男Ａと長女Ｂの２人の場合において、遺言者
が「全ての財産を長男Ａに相続させる。」という遺言を残
して死亡したとします（遺産総額は４千万円とします）。

この場合、長女Ｂは遺留分権利者として1/4の遺留分割
合（全体の遺留分割合1/2×法定相続分1/2）を有してい
ます。そのため、長女Ｂは長男Ａに対して、遺留分侵害額
として１千万円の金銭請求ができ、長男Ａは長女Ｂから遺
留分侵害額請求を受けたらその請求を拒むことができず、
１千万円の金銭を長女Ｂに支払う必要が生じます。

Ｑ６．遺留分はいつまでに行使する必要がありますか？
Ａ６．遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈

与又は遺贈があったことを知った時から１年以内に行使
する必要があります。ただし、相続開始の時から１０年
を経過すると権利行使ができなくなります。

遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使するか否かは
自由です。しかし、権利行使する場合は上記の期間内にす
る必要があり、上記期間内に権利行使しないと権利が消滅
してしまいますので注意が必要です。


